
生産緑地地区に改め、次のように変更する。

面　　　　　積

約６３．０ha

と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり､

公共施設等の敷地の用に供する土地として適している土地について、生

産緑地法の本旨にのっとり生産緑地地区を指定している。今回は、生産

緑地法第１４条による生産緑地地区内における制限の解除に伴うもの、

市計画生産緑地地区に変更するものである。

もに、都市計画区域の再編に伴い、藤岡都市計画生産緑地地区を豊田都

理　　由

　市街化区域内に存する農地等のうち､公害または災害の防止､農林漁業

公共施設の敷地の用に供されたもの等について一部区域を変更するとと

豊田都市計画生産緑地地区の変更（豊田市決定）

藤岡都市計画生産緑地地区及び豊田都市計画生産緑地地区を豊田都市計画

　「位置及び区域は計画図表示のとおり」

備　　　　考



増　　　減 変　更　後

－９団地 ３８９団地

－１．８ha ６３．０ha
（-１８，３７９㎡） （６２９，７７０㎡）

一団番号 変更面積（㎡）

1-4 －９９０㎡

1-5 －３５１㎡

1-6 －９６㎡

1-39 －５３５㎡

1-40 －９４５㎡

1-80 －５,１８０㎡

1-93 －１,６４５㎡

1-233 －６１２㎡

4-52 －１,５３０㎡

4-57 ＋７０㎡

4-57 －７９４㎡

4-93 －１,１８９㎡

5-7 －６６７㎡

5-68 －５３５㎡

5-70 －３３１㎡

6-85 －８４５㎡

7-7 －１,５０４㎡

7-12 －７００㎡

8-1 ±０㎡

8-2 ±０㎡

豊田市都市整備部都市整備課が買収、一部分
筆・地籍訂正

制限解除（故障）

６４．８ha
（６４８,１４９㎡）

豊田市文化振興課が買収、及び残地が面積要件
不足となり解除

一部
除外
一部
除外

除外

除外

箇所別調書

除外

豊田市建設部街路課が買収、及び残地が面積要
件不足となり解除

豊田市建設部公園課が買収
一部
除外

除外

その
他

都市計画区域の再編に伴う名称変更

生産緑地地区の一団数及び面積

一　団　数

面　　　積（ha）
（㎡）

変　更　前

一部
除外

一部
除外

３９８団地

制限解除（故障）

都市計画区域の再編に伴う名称変更

制限解除（故障）

制限解除（故障）、及び買取申出により残地が
面積要件不足となり解除

制限解除（故障）

制限解除（故障）

制限解除（故障）

その
他

豊田市建設部街路課が買収、及び残地が面積要
件不足となり解除

豊田市建設部街路課が買収

除外

一部
除外

一部
除外

制限解除（故障）

その
他

分筆・地籍訂正

除外

理由区分

除外

制限解除（故障）

除外

除外

一部
除外

豊田市建設部街路課が買収

豊田市建設部街路課が買収



一団番号 変更面積（㎡） 理由区分

8-3 ±０㎡

8-4 ±０㎡

8-5 ±０㎡

8-6 ±０㎡

8-7 ±０㎡

8-8 ±０㎡

8-9 ±０㎡

8-10 ±　０㎡

8-11 ±　０㎡

　－８,１２８㎡

　－１０,３２１㎡

７０㎡

その
他

都市計画区域の再編に伴う名称変更

その
他

その
他
その
他

その
他

その
他

除外

合　　計

都市計画区域の再編に伴う名称変更

 －１８,３７９㎡

その
他

その
他

一部
除外

その
他

その
他

都市計画区域の再編に伴う名称変更

都市計画区域の再編に伴う名称変更

都市計画区域の再編に伴う名称変更

都市計画区域の再編に伴う名称変更

都市計画区域の再編に伴う名称変更

都市計画区域の再編に伴う名称変更

都市計画区域の再編に伴う名称変更


